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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と；
　筐体内に配置される複数の分岐ブレーカと；
　各分岐ブレーカにそれぞれ接続される一対の電線のうちの一方の電線が挿通される複数
の挿通孔が設けられるとともに他方の電線が挿通される複数の挿通溝が設けられたユニッ
ト本体、各挿通孔に挿通された各電線に流れる負荷電流に応じた検出信号をそれぞれ出力
する複数の電流検出手段、および検出信号出力部が設けられ各電流検出手段で検出された
検出信号を検出信号出力部に伝送するプリント配線基板を有し、複数の分岐ブレーカの並
設方向に沿って筐体内に配置されるセンサユニットと；
　を具備していることを特徴とする分電盤。
【請求項２】
　複数の挿通溝は、複数の分岐ブレーカに対向するユニット本体の縁部側に対して反対の
縁部側に開口されている
　ことを特徴とする請求項１記載の分電盤。
【請求項３】
　各挿通溝は、溝入口部および溝底部を有し、溝入口側の溝幅が溝底部側の溝幅より狭い
　ことを特徴とする請求項２記載の分電盤。
【請求項４】
　各挿通溝は、それぞれ隣り合う挿通孔の間に位置されている
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　ことを特徴とする請求項１ないし３いずれか一記載の分電盤。
【請求項５】
　複数の挿通孔および複数の挿通溝は、各分岐ブレーカにそれぞれ接続される一対の電線
と同じピッチで設けられている
　ことを特徴とする請求項４記載の分電盤。
【請求項６】
　主幹ブレーカと；
　主幹ブレーカ側に流れる負荷電流に応じた検出信号を出力する主幹電流検出手段と；
　を具備し、
　プリント配線基板は、主幹電流検出手段で検出された検出信号を入力する検出信号入力
部が設けられ、主幹電流検出手段で検出された検出信号を検出信号出力部に伝送する
　ことを特徴とする請求項１ないし５いずれか一記載の分電盤。
【請求項７】
　筐体は、センサユニットの後方に電線を通す開口部が形成されている
　ことを特徴とする請求項１ないし６いずれか一記載の分電盤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電力使用量の計測に対応した分電盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅用の分電盤では、主幹ブレーカに導電バーが接続され、複数の分岐ブレーカ
が導電バーの両側に沿って並設されて導電バーに電気的に接続されている。
【０００３】
　このような分電盤においては、各分岐ブレーカに接続された負荷毎の電力使用量や住宅
全体の電力使用量を計測できるようにしたものがある。
【０００４】
　この分電盤では、分岐ブレーカと同数の電流センサを用い、各分岐ブレーカにそれぞれ
接続される一対の電線のうちの一方の電線を各電流センサに挿通し、各電流センサの出力
線を計測ユニットの端子部に接続している。計測ユニットには各分岐ブレーカに対応付け
られた複数の端子部があり、各電流センサの出力線を計測ユニットの対応付けられている
端子部に接続する必要がある。しかしながら、分岐ブレーカの数が多くなると、電流セン
サの数も多くなるため、電流センサの配線を計測ユニットの対応付けられている端子部に
接続する配線作業が煩雑となり、接続間違えが発生しやすい問題がある。
【０００５】
　また、基板上に複数の電流センサを設けたセンサユニットを用い、このセンサユニット
を導電バーに組み込み、センサユニットの基板と計測ユニットとを接続するようにした分
電盤がある。この分電盤では、配線作業の煩雑さや接続間違えの問題が解消されるが、各
電流センサで各分岐ブレーカに流れる負荷電流を検出できるように、各電流センサを貫通
して分岐ブレーカと接続されるように構成された特殊な導電バーを用いなければならない
。さらに、特殊な導電バーの接続が可能なように専用の分岐ブレーカを用いなければなら
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４７３７０５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、センサユニットを導電バーに組み込むため、特殊な導電バーや専用の分
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岐ブレーカを用いなければならず、既存の一般的な導電バーや分岐ブレーカなどの構成部
品を使用する分電盤には適用できない問題がある。
【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、一般的な構成部品を使用する分電盤に適用可能であ
りながら、配線作業の煩雑さや接続間違えがなく、電力使用量の計測に対応することがで
きる分電盤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の分電盤は、筐体、筐体内に配置される複数の分岐ブレーカ、および複数の分
岐ブレーカの並設方向に沿って筐体内に配置されるセンサユニットを備えている。センサ
ユニットは、ユニット本体、複数の電流検出手段およびプリント配線基板を有する。ユニ
ット本体には、各分岐ブレーカにそれぞれ接続される一対の電線のうちの一方の電線が挿
通される複数の挿通孔が設けられるとともに他方の電線が挿通される複数の挿通溝が設け
られる。複数の電流検出手段は、各挿通孔に挿通された各電線に流れる負荷電流に応じた
検出信号をそれぞれ出力する。プリント配線基板に検出信号出力部が設けられ、プリント
配線基板により各電流検出手段で検出された検出信号を検出信号出力部に伝送する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、各分岐ブレーカにそれぞれ接続される一対の電線のうちの一方の電線
が挿通される複数の挿通孔が設けられたユニット本体、各挿通孔に挿通された各電線に流
れる負荷電流に応じた検出信号をそれぞれ出力する複数の電流検出手段、および各電流検
出手段で検出された検出信号を検出信号出力部に伝送するプリント配線基板を有するセン
サユニットを用いるため、一般的な構成部品を使用する分電盤に適用可能でありながら、
配線作業の煩雑さや接続間違えがなく、電力使用量の計測に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態を示す分電盤の内部構造を示す斜視図である。
【図２】分電盤に用いるセンサユニットの内部構造を示す正面図である。
【図３】センサユニットの一部を拡大した斜視図である。
【図４】分電盤の一部を拡大した斜視図である。
【図５】分電盤の斜視図である。
【図６】第２の実施形態を示すセンサユニットの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、第１の実施形態を、図１ないし図５を参照して説明する。
【００１３】
　図１および図５に示すように、分電盤10は、壁面に設置される筐体11を有している。こ
の筐体11内に、主幹ブレーカ12、複数の導電バー13、複数の分岐ブレーカ14、計測ユニッ
ト15、および複数のセンサユニット16などが配設されている。そして、導電バー13、複数
の分岐ブレーカ14、計測ユニット15および複数のセンサユニット16などによって分岐機器
部17が構成されている。
【００１４】
　筐体11は、壁面に設置されるベース20、およびこのベース20の前面に着脱可能に取り付
けられる前面カバー21を有している。前面カバー21の前側は開閉可能な開閉カバー22で覆
われている。ベース20の背面の上下部には分電盤10に接続する複数の電線23を壁内から分
電盤10内に引き込むための複数の開口部24が形成されている。
【００１５】
　また、図１に示すように、分岐機器部17は、ベース20に取り付けられる取付板27を有し
ている。この取付板27上に、導電バー13、複数の分岐ブレーカ14、計測ユニット15および
複数のセンサユニット16などが一体的に取り付けられている。取付板27には、取付板27の
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上下方向中央域に導電バー13が左右方向に沿って水平に配置され、この導電バー13の配置
域の上下に複数の分岐ブレーカ14を水平方向に並べて取り付ける複数の分岐ブレーカ取付
部28が並設されている。
【００１６】
　また、導電バー13は、主幹ブレーカ12と複数の分岐ブレーカ14とを電気的に接続するも
ので、単相３線式の交流電源を供給するために中性極用および一対の電圧極用の３つの導
電バー13が用いられている。これら３つの導電バー13は、分電盤10の前面から見て前後方
向に重なるとともに分電盤10の左右方向に沿って水平に配置されている。
【００１７】
　また、複数の分岐ブレーカ14は、導電バー13の上下に互いに向きを反対向きとして取付
板27の各分岐ブレーカ取付部28に取り付けられているとともに、導電バー13に電気的に接
続されている。
【００１８】
　分岐ブレーカ14は、ケース31、このケース31内に配置された回路遮断ユニット（図示せ
ず）を備えている。
【００１９】
　ケース31は、絶縁性を有する合成樹脂により、ケース31の前面から見て横幅が狭く縦方
向に細長い形状に形成されている。ケース31の前面側には回路遮断ユニットを手動操作す
るためのブレーカハンドル32が配置され、ケース31の前面側から見て長手方向の一端側に
は導電バー13に電気的に接続される電源側接続部33が形成されているとともに他端側には
一対の電線23を接続する電線接続部34が形成されている。
【００２０】
　電源側接続部33には、各導電バー13が差し込まれる３つの溝が形成されているとともに
、３つの溝のうちの２つには導電バー13と電気的に接続される端子が配置されている。そ
して、分岐ブレーカ14に接続される負荷側が１００Ｖ仕様の場合と２００Ｖ仕様の場合と
に応じて、端子が配置される溝が異なっているか切り換えられるように構成されている。
【００２１】
　電線接続部34は、負荷側に接続される一対の電線23を差し込む一対の差込孔35を有して
いる。これら差込孔35内には差し込まれた電線23に電気接続状態で抜け止めする鎖錠端子
が配設されている。そして、分岐ブレーカ14の一対の差込孔35は、導電バー13に対して反
対側であって、ベース20の開口部24側に向けられている。なお、電線23には、導電線を被
覆部で被覆した被覆電線が用いられている。
【００２２】
　回路遮断ユニットは、電源側接続部33の端子と電線接続部34の鎖錠端子との間の接続回
路を開閉可能とするもので、ブレーカハンドル32の操作に応じて接続回路を開閉するとと
もに、接続回路の閉成状態で設定値以上の過電流が流れたときに接続回路を自動的に開成
するように構成されている。
【００２３】
　また、計測ユニット15は、導電バー13の下側で複数の分岐ブレーカ14と並んで取付板27
上に取り付けられている。取付板27上への計測ユニット15の取り付けには分岐ブレーカ取
付部28が利用されている。また、計測ユニット15は、分岐ブレーカ14と同様に、導電バー
13に電気的に接続され、電力の供給を受ける。さらに、計測ユニット15は、各センサユニ
ット16と電気的に接続されるコネクタを有する一対のケーブル（図示せず）を備えている
。
【００２４】
　そして、計測ユニット15は、センサユニット16で検出される各電線23に流れる負荷電流
に応じた検出信号、および主幹ブレーカ12側に流れる負荷電流に応じた検出信号を取得し
て処理し、各分岐ブレーカ14に接続された負荷毎の電力使用量や、住宅全体の電気使用量
を計測し、計測結果を分電盤10の外部に設置される例えばホームゲートウェイなどの機器
に送信する。
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【００２５】
　また、センサユニット16は、上段側の複数の分岐ブレーカ14の並設方向に沿って配置さ
れるセンサユニット16a、および下段側の複数の分岐ブレーカ14の並設方向に沿って配置
されるセンサユニット16bを有している。これらセンサユニット16a，16bはそれぞれ取付
板27に着脱可能に取り付けられている。
【００２６】
　図１ないし図３に示すように、センサユニット16は、ユニット本体38、ユニット本体38
内に収容されたプリント配線基板39を有している。さらに、プリント配線基板39には、複
数の電流検出手段（分岐電流検出手段）40、出力コネクタ41および入力コネクタ42が搭載
されている。
【００２７】
　ユニット本体38は、絶縁性を有する例えば合成樹脂製で細長い平板状に形成されている
。ユニット本体38には、長手方向に沿って、各分岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一対
の電線23のうちの予め決められている一方の電線23が挿通される複数の挿通孔44が設けら
れているとともに他方の電線23が挿通される複数の挿通溝45が設けられている。
【００２８】
　挿通孔44は、ユニット本体38の前後に貫通する円形孔に形成されている。
【００２９】
　挿通溝45は、ユニット本体38の前後に貫通するとともに分岐ブレーカ14に対向するユニ
ット本体38の縁部側に対して反対の縁部側に開口されたＵ字形溝に形成されている。挿通
溝45は、ユニット本体38の縁部側に開口された溝入口部45a、およびこの溝入口部45aの奥
側の溝底部45bを有し、溝入口部45a側の溝幅が溝底部45b側の溝幅より狭い関係を有して
いる。すなわち、溝入口部45a側の溝幅は電線23の直径（被覆部の直径）より狭く、溝底
部45b側の溝幅は電線23の直径（被覆部の直径）より広く形成されている。
【００３０】
　各挿通溝45はそれぞれ隣り合う挿通孔44の間に位置され、複数の挿通孔44と複数の挿通
溝45とが千鳥状に位置されている。さらに、複数の挿通孔44と複数の挿通溝45とは、各分
岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一対の電線23と同じピッチで設けられている。すなわ
ち、分岐ブレーカ14に接続される一対の電線23が挿通する挿通孔44と挿通溝45との中心間
の間隔が、その分岐ブレーカ14に接続された一対の電線23の中心間の間隔と同じ寸法とさ
れている。さらに、取付板27に分岐ブレーカ14およびセンサユニット16が取り付けられた
状態では、分岐ブレーカ14に接続される一対の電線23の接続位置とその一対の電線23が挿
通される挿通孔44および挿通溝45の位置とが上下方向に一致されている。
【００３１】
　プリント配線基板39は、一面に配線パターンが形成された配線面39aを有し、ユニット
本体38の複数の挿通孔44および複数の挿通溝45に対応した位置に複数の挿通孔39bおよび
複数の挿通溝39cがそれぞれ形成されている。プリント配線基板39の一端には出力コネク
タ41が実装される検出信号出力部46が設けられ、他端には入力コネクタ42が実装される検
出信号入力部47が設けられている。配線パターンは、各電流検出手段40毎および検出信号
入力部47毎に設けられ、それぞれ検出信号出力部46の出力コネクタ41に接続されている。
【００３２】
　電流検出手段40は、例えばＣＴ（Current Transformer）で構成され、各挿通孔44に挿
通された各電線23に流れる負荷電流に応じた検出信号をそれぞれ出力する。各電流検出手
段40はプリント配線基板39の各挿通孔39aの周囲に配置されて配線パターンに電気的に接
続されている。そして、電線23に負荷電流が流れると、負荷電流に応じた検出信号がＣＴ
の検出コイルに誘起され、この検出信号が配線パターンを通じて検出信号出力部46に伝送
される。
【００３３】
　また、図４に示すように、主幹ブレーカ12には、単相３線式の交流電源を供給するため
の３本の電線50が接続される。３本の電線50のうち、１本は中性線で、残りの２本は電圧
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線である。
【００３４】
　また、分電盤10は、主幹ブレーカ12側に流れる負荷電流に応じた検出信号を出力するた
めの主幹電流検出手段53を備えている。主幹電流検出手段53は、例えばＣＴ（Current Tr
ansformer）で構成されている検出部54、および上段側のセンサユニット16aの入力コネク
タ42に接続されるコネクタ部55を有している。検出部54にはいずれか１本の電圧線である
電線50が挿通されている。そして、電線50に負荷電流が流れると、負荷電流に応じた検出
信号が検出部54を構成するＣＴの検出コイルに誘起され、この検出信号がコネクタ部55か
ら入力コネクタ42およびプリント回線基板39の配線パターンを通じて検出信号出力部46に
伝送される。
【００３５】
　そして、分電盤10の施工時において、各負荷毎の一対の電線23をベース20の開口部24を
通じてベース20の前側に引き込んで各分岐ブレーカ14に接続する際、一対の電線23のうち
の予め決められている一方の電線23を挿通孔44に挿通させるとともに他方の電線23を挿通
溝45に挿通させる。一方の電線23を挿通孔44に挿通させるには、一方の電線23の先端を挿
通孔44に差し込む作業が必要となるが、他方の電線23を挿通溝45に挿通させるには、他方
の電線23の中間部を溝入口部45a側から溝底部45b側に移動させればよいため、配線作業性
がよい。
【００３６】
　センサユニット16が取付板27に取り付けられた状態で各電線23をセンサユニット16に挿
通させる配線作業を行ってもよいし、センサユニット16を取付板27から外した状態で各電
線23をセンサユニット16に挿通させる配線作業を行った後、センサユニット16を取付板27
に取り付けてもよい。
【００３７】
　センサユニット16（上下のセンサユニット16a，16b）の出力コネクタ41には、計測ユニ
ット15と配線するケーブルのコネクタを接続する。
【００３８】
　また、図４に示すように、電線50を主幹ブレーカ12に接続する際、いずれか１つの電圧
線である電線50を主幹電流検出手段53に挿通させ、この主幹電流検出手段53のコネクタ部
を入力コネクタ42に接続する。
【００３９】
　そして、分電盤10の使用時においては、各分岐ブレーカ14に接続された電線23を通じて
負荷側で電力が使用され、電線23に負荷電流が流れると、負荷電流に応じた検出信号が電
流検出手段40に誘起され、この検出信号がプリント配線基板39の配線パターンを通じて検
出信号出力部46に伝送されるとともに出力コネクタ41やケーブルを通じて計測ユニット15
に伝送される。
【００４０】
　さらに、負荷側で電力が使用され、主幹ブレーカ12に接続されている電線50に負荷電流
が流れると、負荷電流に応じた検出信号が主幹電流検出手段53に誘起され、この検出信号
がセンサユニット16の入力コネクタ42およびプリント配線基板39の配線パターンを通じて
検出信号出力部46に伝送されるとともに出力コネクタ41やケーブルを通じて計測ユニット
15に伝送される。
【００４１】
　計測ユニット15では、各分岐ブレーカ14に流れる負荷電流に対応した検出信号を個別に
取得するとともに、主幹ブレーカ12に流れる負荷電流に対応した検出信号を取得する。こ
れにより、計測ユニット15では、各分岐ブレーカ14に電線23で接続された負荷毎の電力使
用量や、住宅全体の電気使用量を計測し、計測結果を分電盤10の外部に設置される例えば
ホームゲートウェイなどの機器に送信する。
【００４２】
　このように構成された分電盤10では、センサユニット16を用いることにより、特殊な導
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電バーや専用の分岐ブレーカなどを用いることなく、既存の一般的な導電バー13や分岐ブ
レーカ14などの構成部品を使用する分電盤10に適用可能でありながら、配線作業の煩雑さ
や接続間違えがなく、電力使用量の計測に対応することができる分電盤10を提供できる。
【００４３】
　そのため、センサユニット16を既存の分電盤10に適用し、電力使用量の計測に対応させ
ることができる。
【００４４】
　また、センサユニット16では、各分岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一対の電線23の
うちの一方の電線23が挿通される複数の挿通孔44が設けられたユニット本体38、各挿通孔
44に挿通された各電線23に流れる負荷電流に応じた検出信号をそれぞれ出力する複数の電
流検出手段40、および各電流検出手段40で検出された検出信号を検出信号出力部46に伝送
するプリント配線基板39を有するため、分岐ブレーカ14毎に接続された電線23に流れる負
荷電流の検出、検出された検出電流の個別の伝送および出力ができる。
【００４５】
　ユニット本体38には、各分岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一対の電線23のうちの他
方の電線23が挿通される複数の挿通溝45が設けられているため、他方の電線23を挿通溝45
で保持でき、しかも、他方の電線23を挿通溝45で容易に挿通させることができる。
【００４６】
　各分岐ブレーカ14に接続していく各一対の電線23をセンサユニット16の各挿通孔44およ
び各挿通溝45に挿通させていくことにより、多数の電線23を順序良く整列させることがで
き、配線作業性がよいとともに、配線間違いの発生を防止できる。
【００４７】
　複数の挿通溝45は、複数の分岐ブレーカ14に対向するユニット本体38の縁部側に対して
反対の縁部側に開口されているため、電線23の取り回しがよく、配線作業を容易にできる
。
【００４８】
　挿通溝45の溝入口部45aの溝幅が溝底部45b側の溝幅より狭く、さらに、溝入口部45a側
の溝幅は電線23の直径（被覆部の直径）より狭く、溝底部45b側の溝幅は電線23の直径（
被覆部の直径）より広いため、挿通溝45に挿通させた電線23を挿通溝45内に保持できる。
そのため、電線23が挿通溝45から外れて動き、配線作業の邪魔になるのを防止できる。
【００４９】
　挿通溝45は、それぞれ隣り合う挿通孔44の間に位置されているため、複数の分岐ブレー
カ14の並設方向の設置範囲内に対応した限られた寸法内に、挿通孔44や電流検出手段40と
挿通溝45とが干渉することなく配置することができ、センサユニット16を小形化できる。
【００５０】
　複数の挿通孔44および複数の挿通溝45は、各分岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一対
の電線23と同じピッチで設けられているため、各分岐ブレーカ14にそれぞれ接続される一
対の電線23を平行状態に整列させることができる。
【００５１】
　分岐ブレーカ14に接続される一対の電線23の接続位置とその一対の電線23が挿通される
挿通孔44および挿通溝45の位置とが上下方向に一致されているため、各分岐ブレーカ14に
それぞれ接続される一対の電線23を平行状態に整列させることができる。
【００５２】
　また、プリント配線基板39は、主幹電流検出手段53で検出された検出信号についても検
出信号入力部47から入力して検出信号出力部46に伝送することができる。
【００５３】
　また、筐体11には、センサユニット16の後方に電線23を通す開口部24が形成されている
ため、電線23の配線作業を容易にできるとともに、電線23を無理に曲げるなどの負担がか
からないようにできる。
【００５４】



(8) JP 5994973 B2 2016.9.21

10

20

30

　次に、図６に第２の実施形態を示す。なお、前記実施形態と同じ構成および作用につい
ては同じ符号を用いてその説明を省略する。
【００５５】
　センサユニット16の挿通溝45は、溝入口部45a側の溝幅が溝底部45b側の溝幅より狭い関
係を有している。具体的には、挿通溝45の全体として溝幅は溝入口部45a側から溝底部45b
側に亘って同じ寸法としているが、溝入口部45a側の両側に溝内方へ突出する突起58が設
けられている。両側の突起58間の寸法は、電線23の直径（被覆部の直径）より狭くなって
いる。したがって、両側の突起58によって、溝入口部45a側の溝幅が溝底部45b側の溝幅よ
り狭い関係が形成されている。この場合にも、挿通溝45に挿通させた電線23を挿通溝45内
に保持できる。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００５７】
　10　　分電盤
　11　　筐体
　12　　主幹ブレーカ
　14　　分岐ブレーカ
　16　　センサユニット
　23　　電線
　24　　開口部
　38　　ユニット本体
　39　　プリント配線基板
　40　　電流検出手段
　44　　挿通孔
　45　　挿通溝
　45a 　溝入口部
　45b 　溝底部
　46　　検出信号出力部
　47　　検出信号入力部
　53　　主幹電流検出手段
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